
【参考図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

・ スポーツブラ、クロスブラ、ブラトップ等を着用している場合は、背骨や肩甲骨、胸郭や皮膚状

態などが視診できない状態になりますので、脱衣が必要となります。 

・ 「健診に支障がない範囲の下着」を着用していても、体型など個人差がありますので、医師が「正

確に健診できない」と判断した場合（背骨や肩甲骨、胸郭や皮膚状態などを視診できない場合及び

心音や呼吸音の聴診が正確にできない場合）には必要に応じて体操服・下着やタオル等をめくって

視触診したり、体操服・下着やタオル等の下から聴診器を入れたりする場合があります。 

・ タオルを使用する場合、肩と背中が見えるように首に細長くかけ、胸部を隠すようにして、洗濯

ばさみで前をとめてください。なお、タオルは胸が隠れる程度の大きさのものをご用意ください。 

・ タオルを使用する場合、胸郭の異常の有無を確認する際は、タオルを開いて視診をすることが

あります。 

・ 児童生徒から希望があれば、学年・性別を問わず、「健診に支障がない範囲の下着およびタオ

ル使用」は認められます。 

・ 下着を着用することやタオルを使用することについて、学校への報告は必要ありません。 

・ 学校でのタオルの貸し出しは、衛生管理上行いませんので、ご家庭でのご準備をお願いします。 

原則 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上半身脱衣 

健診に支障がある下着およびタオルの使用例 
（背骨や肩甲骨、胸郭や皮膚状態が視診できない状態） 

×      × 
 
 
 
 

 
 

【例スポーツブラ、クロスブラ、ブラトップ等】 

健診に支障がない範囲の下着のおよびタオルの使用例 
（背骨や肩甲骨、胸郭や皮膚状態などが視診できる状態） 

   
           

  
 
 
 
 
 
 
 

【例】タオルを首にかけ、洗濯ばさみで前をとめる 
 （肩と背中が見えるように、タオルは首に細長くかける） 


